
公示第３６号 

公有財産売却について、次のとおり一般競争入札（公有財産の売却）を実施するので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び武豊町財務規則第１６

２条の規定に基づき公告します。 

 

 令和８年４月１６日 

                  武豊町長 鳥 羽 悠 史 

 

１ 入札に付する事項 

名称 型番 メーカー 導入年 予定価格 

10.2型 iPad 第

７世代 (Wi-Fi 

32GB) 

MW752Ｊ/A Apple R2.12.1~各小中学校

にて利用 

１台あたり 

3,000円（税抜） 

※詳細な仕様及び売却条件については、別添「使用済 GIGAスクール端末等の売払処分業務

仕様書」に記載のとおりとする。 

 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（２） ３「入札参加申込みの方法」により、あらかじめ一般競争入札への申込みをした者

であること。 

（３） 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）第

10条第 3項の認定を受けていること。または資源有効利用促進法に関する法律に基

づく製造事業者であること。 

（４） 小型家電リサイクル法の認定計画に基づくパソコン・タブレットの処分実績につい

て仕様書に定める要件を満たしていること。 

（５） 武豊町の入札参加資格者名簿に搭載されていること 

 

３ 入札参加申込みの方法 

入札希望者は、令和８年４月２３日（木）午後５時１５分までに武豊町において定める

申込書等により武豊町役場学校教育課に一般競争入札への参加を申し込むものとする。 

（１）申込書を郵送する場合 

（ア） 送付先 

〒470-2392   

愛知県知多郡武豊町字長尾山２番地 

 武豊町役場 学校教育課 



（イ） 受付 

普通郵便で令和８年４月２３日（木）消印有効 

（２）申込書等を持参する場合 

（ア） 受付場所 武豊町役場教育部 学校教育課 

（イ） 受付時間 平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（正午から午後１時、土、日、祝日を除く。） 

なお、参加申込時に必要な書類等は以下のとおりとする。 

a一般競争入札参加申込書 

b誓約書 

  c処理実績のわかる書類（法令に基づいて報告している書類） 

※法人の代表者が従業員に入札手続を委任する場合など、申込者が入札の手続きを

行わない場合は、委任状が必要。 

（３）受付期間内に申込書等を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、

この公告による入札に参加することはできない。 

（４）その他 

  ア 申込書等は、武豊町役場学校教育課窓口にて交付する 

  イ 申込書等に要する費用は、入札参加希望者の負担とする 

  ウ 提出された申込書等は、返却しないものとする。 

 

４ 契約条項の示す場所及び期間 

（１） 場所 

武豊町役場学校教育課 電話：0569-72-1111 

（２） 期間 

令和８年４月１６日～令和８年４月２３日 

 

５ 一般競争入札等の場所及び期間 

（１） 場所 

武豊町役場 ２階 第４会議室 

（２） 入札日時 

令和８年４月２８日 午前１１時００分 

 

６ 入札の方法 

（１） 武豊町建設工事等関係入札者心得書第１０条に定めるところによる 

（２） 郵送による入札書の提出は認めない。 

（３） 入札書に記載する金額は、一台あたりの金額(税抜)とし、入札書に記載された金

額に 1.1を乗じた金額をもって契約金額とする。 



７ 入札保証金 

免除とする。 

８ 入札の無効 

武豊町入札心得書 14条及び電子入札要領第１４条に該当する入札は、無効とする。 

 

９ 落札者の決定方法 

（１）入札期間終了後、武豊町は開札を行い、入札価格が予定価格以上かつ最高価格で入札

した者を落札者として決定する。 

（２）開札を行った結果、最高価格が複数存在する場合は、くじで落札者を決定する。 

 

１０ 売却代金に関する事項 

（１）売却代金は、確定した対象数に、契約単価(税込)を乗じて算出した額とする。 

（２）回収台数に５パーセント以上生じた場合は、その都度協議を行うことができる。 

（３）売却代金の納入は、落札後令和９年３月１６日までに武豊町の発行する納付書により

一括納付すること。また納付の確認のため、領収書の写しを武豊町役場教育部学校教

育課まで提出が必要。 

 

１１ 物品の引渡し 

（１） 引渡期間：令和８年７月１７日～令和８年１０月３１日 

※児童生徒用については、夏休み期間 

教員用については、１０月末までに回収をおこなうものとする。 

（２）場所：各小中学校 

※機器の引き渡し方法及び時期については各小中学校との調整の上決定する。 

引渡後の不具合等の責任は、町は負わない。 

※引き渡し後の必要手続きの費用は落札者負担。 

個人情報保護のため、データ消去証明書の提出が必須。 

 

１２ その他 

（１）公告に記載していない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、武豊町財務

規則、武豊町物品調達等に関する事務取扱要領等に定めるところによる。  

町は瑕疵担保責任を負わない。 

担当者との連絡を密にとり、仕様に準じて業務を遂行すること。 

 

（２）落札者は、落札決定後、物品売却(仮)契約書を取り交わし、武豊町議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１２号）の規定に

基づき、町議会の議決に付さなければならない契約となるため、町議会の議決後に本



契約を締結します。 

 

 

１３ 添付資料 

別添「使用済 GIGAスクール端末等の売払処分業務仕様書」 

（別紙１）予定数量・引渡し場所 

※予定数量は変動あり。回収後の実数を正とする。 


